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２０２５年５月１４日 

各 位 

会社名      ＫＤＤＩ株式会社 

代表者名    代表取締役社長 CEO  松田 浩路 

（コード番号：９４３３ 東証プライム市場） 

問合せ先    コーポレート統括本部 

            総務本部長 中里 靖夫 

            （TEL．０３－３３４７－００７７） 

 

自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法（平成１７年法律第８６号。その後の改

正を含みます。以下、「会社法」といいます。）第１６５条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第１５６条及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、自己株式

の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。 

１．買付け等の目的 

当社は、事業環境の変化に対応しながらありたい未来社会を実現するため、「ＫＤＤＩ VISION     

２０３０：『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。」を掲げ、２０３０年には、

あらゆる産業や生活シーンで付加価値を提供できる存在、「社会を支えるプラットフォーマー」を目指

しております。 

２０２３年３月期から２０２５年３月期の中期経営戦略では、２０３０年を見据え「５G を中核に据えた

事業変革」を推進し、持続的な利益成長と株主還元強化の両立を目指している中、環境変化の先読

みから、事業機会を見出し着実な持続的成長を実現すべく、中期経営戦略期間を１年延長するとと

もに、事業戦略であるサテライトグロース戦略を２０２４年５月にアップデートいたしました。サテライト

グロース戦略では、事業の核となる「５G 通信」において、お客さまの体感品質を徹底的に磨くことに

加え、「生成 AI の活用」（注１）と客観的なデータを基点として判断・アクションを起こす「データドリブ

ン経営」の実践を両輪として、パートナーの皆さまとともに新たな価値を創造し、「つなぐチカラ」の進

化を加速してまいります。かかる観点から、モバイル収入の持続的成長や注力領域（注２）を中心と

した利益成長に加え、５G・注力領域への設備投資と戦略的事業投資を行いつつ、株主還元として、

配当性向４０％超という財務方針のもとで安定的な配当を継続しつつ、成長投資の状況等にも鑑み

ながら機動的な自己株式取得を実施する方針としております。 

また、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、  

２０２４年３月期には、中間配当金として１株当たり７０円、期末配当金として１株当たり７０円とし、年

間では１株当たり１４０円（連結配当性向：４６.５％）を実施しております。また、２０２５年３月期には、

中間配当金として１株当たり７０円を実施しており、期末配当金として１株当たり７５円、年間では１株

当たり１４５円（連結配当性向：４２.８％）の実施を予定しております。 

加えて、当社は、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取
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得することができる旨を定款に定めており、これまでも、株主の皆さまに対する利益還元の充実を図

るため、以下のとおり、当社普通株式を取得しております。 

（注１）    「生成ＡＩ」とは、学習したデータから様々なコンテンツを生成する能力があるＡＩをいいます。 

（注２）    「注力領域」として、サテライトグロース戦略の Orbit として位置付けている、ＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）、金融、エネルギー、ＬＸ（ライフトランスフォーメーション）を定義

しております。 

 

決議日 累計取得期間 累計取得株式数(注３) 累計取得価額の総額 

２００２年６月２５日開催 

定時株主総会 

２００２年７月１９日～ 

２００２年７月３１日 

２４,０００株 

(２８,８００,０００株)     
９,１２４,０４０,０００円  

２００３年６月２４日開催 

定時株主総会 
２００３年９月２２日 

１,８００株 

(２,１６０,０００株) 
１,０７５,６００,０００円  

２００４年１０月２８日開催 

取締役会 

２００４年１０月２９日～ 

２００５年２月１５日 

４４,６９１株 

(５３,６２９,２００株) 
２４,１８０,５９３,０００円  

２００６年９月２８日開催 

取締役会 

２００６年９月２９日～ 

２００６年１０月３１日 

３５,０００株 

(４２,０００,０００株) 
２５,７５８,５００,０００円  

２００７年１月２５日開催 

取締役会 

２００７年１月２６日～ 

２００７年３月２３日 

２２,２５８株 

(２６,７０９,６００株) 
１９,９９９,８３５,０００円  

２０１０年１０月２２日開催 

取締役会 

２０１０年１０月２５日～ 

２０１１年１月１８日 

２０８,２７１株 

(２４９,９２５,２００株) 
９９,９９９,８７３,０００円  

２０１１年１１月２８日開催 

取締役会 
２０１１年１１月２９日 

４２４,１２６株 

(５０８,９５１,２００株) 
２２０,９６９,６４６,０００円  

２０１６年２月９日開催 

取締役会 

２０１６年２月１０日～ 

２０１６年２月２３日 

１６,５８４,７００株 

(３３,１６９,４００株) 
４９,９９９,９４８,２５０円  

２０１６年５月１２日開催 

取締役会 

２０１６年５月１３日～ 

２０１６年９月１３日 

３１,６５０,８００株 

(６３,３０１,６００株) 
９９,９９９,７４４,６００円  

２０１７年５月１１日開催 

取締役会 

２０１７年５月１２日～ 

２０１７年９月１５日 

３３,５２６,６００株 

(６７,０５３,２００株) 
９９,９９９,３９４,５０３円  

２０１８年１月３１日開催 

取締役会 

２０１８年２月１日～ 

２０１８年３月２３日 

１８,９５３,１００株 

(３７,９０６,２００株) 
４９,９９９,８２４,１５０円  

２０１８年５月１０日開催 

取締役会 

２０１８年５月１１日～ 

２０１９年３月７日 

５５,０３９,３００株 

(１１０,０７８,６００株) 
１４９,９９９,８８８,３５０円  

２０１９年５月１５日開催 

取締役会 

２０１９年５月１６日～ 

２０１９年１２月２３日 

５１,１９４,０００株 

(１０２,３８８,０００株) 
１４９,９９９,３８５,１５０円  

２０２０年１０月３０日開催 

取締役会 

２０２０年１１月２日～ 

２０２１年５月３１日 

６１,２５９,１００株 

(１２２,５１８,２００株) 
１９９,９９９,９５２,６５５円  

２０２１年５月１４日開催 

取締役会 

２０２１年６月１日～ 

２０２２年５月１２日 

５４,０５９,０００株 

(１０８,１１８,０００株) 
１９９,９９９,８７４,４１６円  

２０２２年５月１３日開催 

取締役会 

２０２２年６月１日～ 

２０２３年３月２３日 

４７,８６４,７００株 

(９５,７２９,４００株) 
１９９,９９９,９７２,２００円  

２０２３年５月１１日開催 

取締役会（注４） 

２０２３年６月１日～ 

２０２４年３月１３日 

７５,１１２,６００株 

(１５０,２２５,２００株) 
２９９,９９９,８０９,５００円  

２０２４年５月１０日開催 

取締役会（注５） 

２０２４年５月１３日～ 

２０２４年１０月３１日 

７２,７５５,２４８株 

(１４５,５１０,４９６株) 
２９９,９９９,９９７,４０８円 

２０２４年１１月１日開催 

取締役会 

２０２４年１１月５日～ 

２０２５年３月７日 

２０,４０７,４００株 

(４０,８１４,８００株) 
９９,９９９,９５９,４００円 

（注３） 当社は、①２０１２年１０月１日を効力発生日として、当社普通株式１株につき１００株の
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割合で株式の分割を、②２０１３年４月１日を効力発生日として、当社普通株式１株につ

き２株の割合で株式の分割を、③２０１５年４月１日を効力発生日として、当社普通株式１

株につき３株の割合で株式の分割を、④２０２５年４月１日を効力発生日として、当社普

通株式１株につき２株の割合で株式の分割を実施しております。上記表の括弧内の数

値は、上記分割の効果を反映した数値です。 

（注４） 当社は、上記２０２３年５月１１日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の一環と

して、２０２３年７月２８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の公開買付け（以下、

「２０２３年公開買付け」といいます。）により、２０２３年７月３１日から２０２３年８月２８日

までを買付期間として、６４,１０２,５００株（当該公開買付けに係る公開買付届出書の提

出日である２０２３年７月３１日時点の発行済株式総数（２,３０２,７１２,３０８株）から、   

２０２３年６月末日時点の当社が所有する自己株式数（１４５,３９８,７６４株）（役員報酬  

ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式１,１２７,２１９株を含みます。）を控除した株式数  

（２,１５７,３１３,５４４株）に対する割合：２.９７％（小数点以下第三位を四捨五入））を取得

しております。 

（注５） 当社は、上記２０２４年５月１０日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の公開買付

け（以下、「２０２４年公開買付け」といいます。）により、２０２４年５月１３日から２０２４年６

月１０日までを買付期間として、４９,９１０,２４８株（当該公開買付けに係る公開買付届出

書の提出日である２０２４年５月１３日時点の発行済株式総数（２,３０２,７１２,３０８株）か

ら、２０２４年３月末日時点の当社が所有する自己株式数（２２０,４５８,１６０株）（役員報

酬ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式１,０７４,０１９株を含みます。）を控除した株式数

（２,０８２,２５４,１４８株）に対する割合：２.４０％（小数点以下第三位を四捨五入））を取得

しております。 

 

当社は、２０２４年１０月３０日に当社の第一位株主（２０２４年１０月３０日の直前で、当社が株主

の保有状況を把握できる２０２４年９月末日時点）である京セラ株式会社（以下、「京セラ」といいま

す。）（２０２４年９月末日時点の所有株式数３３５,０９６,０００株（所有割合（注６）：１６.６２％））より  

「ＫＤＤＩ及び京セラの事業状況も大きく変化し、ＫＤＤＩ株式の保有について再考すべき時期にきてお

り、今後の京セラの資金需要を見据え、ＫＤＤＩ株式を担保とした借入に加え、売却も資金調達手段と

して必要であるとの判断から、今後５年間で保有株数の１/３程度を売却するとともに、以降も継続的

な縮減を検討する方針」（以下、「当初京セラ売却方針」といいます。）である旨の連絡を受け、その後、

２０２５年２月３日には、京セラより「事業戦略と資本戦略の両面における企業変革の推進にあたり、

資本戦略の見直しの一環として、ＫＤＤＩ普通株式売却を早期化させ、今後２年間で保有株数の１/３

程度である５,０００億円規模の売却を計画しており、以降も継続的な縮減を検討する方針」（以下、

「京セラ売却方針」といいます。）である旨及び２０２６年３月期にその所有する当社普通株式の一部

（以下、「京セラ売却意向株式」といいます。）について売却する意向がある旨の連絡を受けました。 

さらに、当社は、２０２５年２月１４日に当社の第三位株主（２０２５年２月１４日の直前で、当社が株

主の保有状況を把握できる２０２４年９月末日時点）であるトヨタ自動車株式会社（以下、「トヨタ自動

車」といい、京セラとあわせて「応募予定株主」といいます。）（２０２４年９月末日時点の所有株式数 

２０３,２９４,６００株（所有割合（注７）：１０.１６％））より、その所有する当社普通株式の一部（以下、「ト
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ヨタ自動車売却意向株式」といい、京セラ売却意向株式とあわせて「売却意向株式」といいます。）に

ついて売却する意向がある旨の連絡を受けました。 

（注６） 「所有割合」とは、当社が２０２４年１１月１日付で提出した「２０２５年３月期 第２四半期

（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載された２０２４年９月末日時点の当社の発行

済株式総数（２ ,１９１ ,８４６ ,４１６株）から、同日時点の当社が所有する自己株式数     

（１７６,０７３,７７２株）（役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式９５２,１８８株を含

みます。）を控除した株式数（２,０１５,７７２,６４４株）に対する割合（小数点以下第三位を

四捨五入）をいいます。 

（注７） 「所有割合」とは、当社が２０２５年２月５日付で提出した「２０２５年３月期 第３四半期決

算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載された２０２４年１２月末日時点の当社の発行済株式総数

（２,１９１,８４６,４１６株）から、同日時点の当社が所有する自己株式数（１９０,２３５,０３７

株）（役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式９４７,６３３株を含みます。）を控除し

た株式数（２,００１,６１１,３７９株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいま

す。 

なお、京セラは、「人類、社会の進歩発展に貢献すること」という経営理念のもと、当社の母体とな

った第二電電株式会社（旧第二電電企画株式会社）（以下、「ＤＤＩ」といいます。）を１９８４年に設立し

て以来、当社の大株主であり、京セラ及び当社の取引関係の維持、及び京セラの当社株式保有によ

る収益獲得を通じた企業成長、並びに当社の社会的意義等を踏まえ、中長期的に京セラの企業価

値を向上させるという視点に立ち、当社普通株式を保有しているとのことです。また、当社及び京セ

ラは、高速通信インフラの整備や再生可能エネルギー需要への対応等、社会課題の解決を目指し

当社との戦略的連携を追求しています。具体的な事例として、京セラは当社とともに、高品質な通信

サービスの提供とユーザーの利便性向上に向け、高速通信が可能となるエリアを効率的に拡張する

無線中継技術の開発に取り組んでおり、当該技術の２０２５年度の実用化を目指しています。また、

京セラは、再生可能エネルギー発電事業を推進し、脱炭素社会に貢献するため、当社グループの 

ａｕリニューアブルエナジー企画株式会社（現 ａｕリニューアブルエナジー株式会社）の株式の一部を

２０２３年３月に取得し、資本業務提携に基づく発電所開発を進めています。その一方、京セラは、半

導体・電子部品関連市場における自社の主要事業の競争力強化や、自己株式の取得を通じた企業

価値向上に向けた資金需要を見据え、当社普通株式を担保とした借入に加え、当社普通株式の売

却も資金調達手段として必要であると判断し、２０２４年１０月３０日に当初京セラ売却方針を、２０２５

年２月３日に京セラ売却方針を公表したとのことです。 

また、トヨタ自動車は、通信自由化の流れを受けて１９８０年代より通信事業に参入し、２０００年 

１０月のＤＤＩ、ＫＤＤ株式会社（以下、「ＫＤＤ」といいます。）、日本移動通信株式会社（以下、「ＩＤＯ」と

いいます。）の三社合併による当社発足時点においてＫＤＤ及びＩＤＯの株主であり、当社発足以降は

当社の大株主となり、特に、当社及びトヨタ自動車は、２００２年以降はトヨタ自動車のコネクティッド

サービス（注８）等で協業してきました。また、クルマのインターネットへの「つながる化」が進む中、当

社及びトヨタ自動車は、２０１６年から車載通信機とクラウド間の通信において、高品質で安定した通

信をグローバルに確保するために、従来の国際ローミング（注９）などに依存しない、グローバル通信

プラットフォーム（注１０）の共同構築を推進するなど、クルマと通信の融合によって安全や快適さの

提供に取り組んで参りました。そして、２０２０年１０月に業務資本提携の強化を公表した上で、２０２１
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年１月に当社がトヨタ自動車（２０２１年１月の直前で、当社が株主の保有状況を把握できる２０２０年

９月末日時点において、所有株式数２９８,４９２,８００株（所有割合（注１１）：１２.９８％））に対して   

１８,３０１,６００株の自己株式処分を実施しております。しかしながら、昨今、トヨタ自動車は、厳しい競

争を勝ち抜き中長期的な成長を実現するため、モビリティカンパニーへの変革に取り組んでおり、

「電動化」、「知能化」、「多様化」をテーマとした多額の投資が必要となる見込みから資産の有効活

用や政策保有株式の縮減にも注力しているとのことで、その一環として、当社は、２０２３年４月１０日

及び２０２４年２月２０日に、トヨタ自動車から当社普通株式の一部売却の申し入れを受け、当社にお

ける各種検討の結果として、２０２３年公開買付け及び２０２４年公開買付けを実施するに至りました

（２０２３年公開買付けに係る当社の検討内容等につきましては、当社が２０２３年７月３１日付で提出

した「公開買付届出書」を、２０２４年公開買付けに係る当社の検討内容等につきましては、当社が 

２０２４年５月１３日付で提出した「公開買付届出書」をご参照ください。）。 

（注８） 「コネクティッドサービス」とは、クルマが通信することで提供される、安心・安全、快適、

便利なサービスの総称です。 

（注９） 「国際ローミング」とは、利用者が契約している通信事業者の提供サービス範囲外である

外国において、現地の携帯電話会社の電波を利用して、音声通話やインターネットなど

のデータ通信を利用できる仕組みのことです。 

（注１０） 「グローバル通信プラットフォーム」とは、自動車に搭載されている車載通信機とクラウド

間の通信において、高品質で安定した通信をグローバルに提供するための基盤です。 

（注１１） 「所有割合」とは、当社が２０２０年１１月５日付で提出した「第３７期第２四半期報告書」

に記載された２０２０年９月末日時点の当社の発行済株式総数（２,３０４,１７９,５５０株）か

ら、当社が２０２０年１０月３０日付で提出した「２０２１年３月期 第２四半期決算短信   

〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載された２０２０年９月末日時点の当社が所有する自己株式数  

（４,１１７,０８４株）（役員報酬ＢＩＰ信託口及び株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社普

通株式４,１１７,０８３株を含みます。）を控除した株式数（２,３００,０６２,４６６株）に対する

割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。 

こうした状況下、京セラは、今後の資金需要に対応するための資金調達手段の確保及びそのた

めの資本戦略の見直しに取り組む中で、京セラ売却方針も踏まえた当社普通株式の一部売却につ

いて検討した結果、２０２５年２月３日に、当社普通株式の一部売却の申し入れを行うに至ったとのこ

とです。また、トヨタ自動車は、２０２３年公開買付け及び２０２４年公開買付けの実施以降も、更なる

政策保有株式の削減について検討を続け、２０２５年２月１４日に、当社普通株式の一部売却の申し

入れを行うに至ったとのことです。 

当社は、京セラからの上記申し入れを受けた２０２５年２月以降、応募予定株主からの当社普通株

式の一部売却の申し入れへの対応方法についての検討を開始し、併せて、当社が従前から実施し

てきた自己株式の取得による株主還元を行うことの検討を行いました。 

具体的には、当社は、京セラが当社普通株式を３３５,０９６,０００株（２０２４年９月末日時点）、トヨタ

自動車が当社普通株式を２０３,２９４,６００株（２０２４年９月末日時点）所有していることに鑑みると、

応募予定株主がその所有する当社普通株式を売却しようとする場合、その一部の売却であったとし

ても、売却数量は相応の規模になることが想定されるため、売却意向株式が市場に放出された場合

における当社市場株価に与える影響を踏まえると、応募予定株主から自己株式を取得することが適
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当であると考えました。一方、当社は、これまでの自己株式の取得は市場買付けによる手法を中心

に実施してきたことを踏まえると、応募予定株主から自己株式を取得する場合でも、前年度の自己

株式取得と同様に、一定数量は市場から買付けることが望ましいと考えました。なお、当社は、   

２０１６年３月期以降は自己株式取得の決議毎に少なくとも約５００億円以上の市場買付けを実施し

ております。 

かかる検討の結果として、当社は、２０２６年３月期の自己株式の取得における取得価額の総額を

２０２５年３月期の自己株式取得における取得価額総額と同額となる４,０００億円を上限とし、また、 

２０１６年３月期以降は自己株式取得の決議毎に少なくとも約５００億円以上の市場買付けを実施し

ていることに鑑み、４,０００億円のうち、市場から５００億円程度の自己株式の買付けを行いつつ、京

セラから京セラ売却方針において京セラが今後２年間で売却を計画している５,０００億円規模の半分

である２,５００億円程度、トヨタ自動車から１,０００億円程度の自己株式を取得することが適切である

と考えるに至りました。 

また、応募予定株主から自己株式取得を行う場合の具体的な取得方法については、①株主間の

平等性、②取引の透明性、③市場価格から一定のディスカウントを行った価格での当社普通株式の

買付けが可能であることにより、当該ディスカウントを行った価格で買付けを行った場合には、市場

で取引されている価格との乖離による経済合理性の観点から応募予定株主以外の株主による応募

は限定的となると考えられ、当社による応募予定株主の売却意向株式の全部の取得の確実性が高

まり、また、当社資産の社外流出の抑制に繋がること、及び④応募予定株主以外の株主にも一定の

検討期間を提供した上で市場価格の動向を踏まえて応募する機会が確保されること等を考慮し、公

開買付けの手法が適切であると考えるに至りました。 

本公開買付けに要する資金については、その全額を株式会社三井住友銀行（以下、「三井住友銀

行」といいます。）及び株式会社みずほ銀行（以下、「みずほ銀行」といいます。）からの借入れ（三井

住友銀行からの借入金額上限２,５０１億円、みずほ銀行からの借入金額上限１,０００億円）により充

当することを予定しており、三井住友銀行及びみずほ銀行のそれぞれからは、本公開買付けの成立

等を条件として、本公開買付けの決済の開始日の前営業日である２０２５年７月２日までに融資を受

けることを予定しております。この点、「２０２５年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載

された２０２４年１２月末日時点における当社連結ベースの手元流動性（現金及び現金同等物）は約

８,６６２億円（手元流動性比率１.８月）（注１２）であり、今後当社の事業から生み出されるキャッシュ・

フロー（２０２４年３月期の営業活動による連結キャッシュ・フローは１７,０６５億円）の積み上げ等も見

込めることから、買付資金に充当した後も、事業運営を行うに当たって十分な資金が確保でき、一度

にまとまった金額の自己株式を取得した場合も当社の財務状況や配当方針に大きな影響を与えるこ

となく当該借入金の返済を行っていくことが可能と判断し、さらに、今後資金需要が生じた場合にお

いても対応できる水準の借入余力は確保していること（２０２４年１２月末日時点における親会社の所

有者に帰属する持分は５１,３７４億円、親会社所有者帰属持分比率は３１.５％）から、当社の今後の

事業運営並びに財務の健全性及び安定性を維持できるものと２０２５年２月１９日に考えるに至りま

した。 

（注１２） 「２０２５年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載された２０２４年１２月末

日時点の現金及び現金同等物を１ヶ月当たりの売上高（２０２５年３月期第３四半期連結
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累計売上高を９で除した数値）で除したものです。 

当社は上記検討内容を踏まえて、２０２５年２月２０日に、京セラに対して２,５００億円相当の当社

普通株式を取得したいこと、また、２０２５年２月２７日に、トヨタ自動車に対して１,０００億円相当の当

社普通株式を取得したいこと、またその取得方法を公開買付けの手法としたいことを提案いたしまし

た。その結果、２０２５年２月２７日に京セラより、また、２０２５年３月１３日にトヨタ自動車より、当社の

上記提案について前向きに検討する意向が示されました。 

当社は、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下、「本公開買付価格」といいます。）の決定

に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取

得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準に即した機動的な買付けができることから金

融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準

となる価格の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、

その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆さまの利益を尊重

する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディス

カウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。 

当社は、ディスカウント率については、近時の一定数の類似案件におけるディスカウント率の設定

状況を把握するため、２０２１年１月１日以降に決議され、２０２５年３月末日までに公開買付期間が

終了した自己株式の公開買付けの事例９８件を確認したところ、ディスカウント率を用いて実施され

た８７件において、１０％程度（９％～１０％）のディスカウント率とする事例が６６件と最多であり、当

社普通株式の株価のボラティリティを考慮してもディスカウント率を１０％とすることが適切であると判

断いたしました。また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格としては、特定の一時点を基

準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の

影響等特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性をより確保することができると判断

いたしました。他方、より直近の株価を用いた方が当社の直近の業績が十分に株価に反映されてい

ると考え、取締役会決議日の前営業日の過去３ヶ月及び６ヶ月間の株式会社東京証券取引所（以下、

「東京証券取引所」といいます。）のプライム市場（以下、「東京証券取引所プライム市場」といいま

す。）における当社普通株式の終値の単純平均値よりも短期間である取締役会決議日の前営業日

の過去１ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値を基準

とすることが妥当であると２０２５年３月１４日に判断いたしました。 

その後、当社は、２０２５年３月１７日に京セラに対し、また、２０２５年３月２６日にトヨタ自動車に対

し、当社普通株式の株価動向を踏まえて、本公開買付けの実施を決議する取締役会の開催日であ

る２０２５年５月１４日の前営業日である２０２５年５月１３日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所プ

ライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して１０％のディスカウント率を適用して

算出される価格を本公開買付価格とすることを提案したところ、２０２５年５月１３日に、京セラ（２０２５

年５月１４日現在において、所有株式数６７０,１９２,０００株（所有割合（注１３）：１６.８５％））より、   

２,５００億円を公開買付価格で除して、１００株未満を切り捨てした数の株数（以下、「京セラ応募意向

株式」といいます。）について、また、２０２５年５月１４日に、トヨタ自動車（２０２５年５月１４日現在に

おいて、所有株式数４０６,５８９,２００株（所有割合：１０.２２％））より、１,０００億円を公開買付価格で

除して、１００株未満を切り捨てした数の株数（以下、「トヨタ自動車応募意向株式」といい、京セラ応

募意向株式とあわせて「応募意向株式」といいます。）について、当社が当該条件にて本公開買付け
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を実施する場合は応募する旨の回答を得ました。 

（注１３） 「所有割合」とは、当社が２０２５年５月１４日付で提出した「２０２５年３月期 決算短信  

〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載された２０２５年３月末日時点の当社の発行済株式総数     

（４,３８３,６９２,８３２株）から同日時点の当社が所有する自己株式数（４０５,２３７,７３２株）

（役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式１,８７５,３９４株を含みます。）を控除した

株式数（３,９７８,４５５,１００株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいま

す。以下、所有割合の計算において同じとします。 

以上を踏まえ、当社は、２０２５年５月１４日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３項の

規定により読み替えて適用される同法第１５６条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の

取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格については

本公開買付けの実施を決議した取締役会決議日の前営業日である２０２５年５月１３日までの過去１

ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値２,５６３円（円未

満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。）に対して１０％ディスカウン

トした価格である２,３０７円（円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとしま

す。）とすること、及び本公開買付けにおける買付予定数については１５１,７１２,１００株（所有割合： 

３.８１％）を上限とすること、並びに取得価額の総額（４,０００億円）から、本公開買付けに基づいて取

得された当社普通株式の取得価額の総額を控除した額の取得価額の総額の範囲内で、本公開買

付けの決済の開始日の翌営業日である２０２５年７月４日から２０２５年１２月２３日までの間、東京証

券取引所プライム市場において市場買付けを実施することを決議いたしました。 

なお、取得価額の総額については、前年度の自己株式の取得における取得価額の総額４,０００億

円を踏まえ、同額となる４,０００億円を上限といたしました。 

また、当社取締役会は１２名の取締役で構成されておりますが、当社の取締役である山口悟郎は、

京セラの代表取締役会長を兼務しており、また、当社の取締役である山本圭司は、トヨタ自動車の 

Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ & Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｏｆｆｉｃｅｒを兼務していることから、本公開買付けの検討・決定に際

しての当社の意思決定過程における恣意性を排除するため、山口悟郎及び山本圭司の両名は、  

２０２５年５月１４日開催の取締役会において、本公開買付けに関する議案の審議及び決議には一

切参加しておらず、かつ、当社の立場において京セラ及びトヨタ自動車との協議・交渉にも一切参加

しておりません。 

本公開買付価格である２,３０７円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日の前営

業日である２０２５年５月１３日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値     

２,５９１.５円から１０.９８％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウントの計算において同じ

とします。）ディスカウントした金額、同年５月１３日までの過去１ヶ月間の同市場における当社普通

株式の終値の単純平均値２,５６３円から９.９９％ディスカウントした金額、同年５月１３日までの過去３

ヶ月間の同市場における当社普通株式の終値の単純平均値２,４６６円に対して６.４５％ディスカウン

トした金額、同年５月１３日までの同市場における過去６ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均

値２,４７６円に対して６.８３％ディスカウントした金額となります。 

なお、本公開買付けに応募された株券の数の合計が買付予定数を上回った場合には、あん分比

例の方式による買付けとなり、当社は応募意向株式のうちの一部を取得することとなります。本公開

買付けに応募された株券の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとな



 

9 

 

った結果、応募意向株式の全てが買付けされない場合、当社が取得することができなかった京セラ

応募意向株式及びトヨタ自動車応募意向株式については、当社は、２０２５年５月１３日、京セラより、

京セラ売却方針に従うものの現時点では具体的な売却の時期や手法等について未定である旨の回

答を得ており、また、２０２５年５月１４日、トヨタ自動車より、現時点では所有を継続する旨の回答を

得ています。 

また、当社及び京セラは、２０２５年５月１３日、京セラが引き続き当社の大株主であることは変わ

らず、今後も良好な協力関係が維持できると判断しており、当社は、京セラより、京セラが所有する

京セラ応募意向株式以外の当社普通株式５６１,８２６,２００株（本公開買付け後の京セラ所有割合

（注１４）：１４.６８％）の所有方針について、京セラ売却方針に従うものの現時点では具体的な売却

の時期や手法等について未定である旨の回答を得ております。 

（注１４） 「本公開買付け後の京セラ所有割合」とは、本公開買付けにおいて応募意向株主が応

募意向株式の全部の応募を行い、かつ、応募予定株主以外の株主による応募がなかっ

たものと仮定して計算した本公開買付け後の京セラによる当社普通株式の所有割合で

あり、当社が２０２５年５月１４日付で提出した「２０２５年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連

結）」に記載された２０２５年３月末日時点の当社の発行済株式総数（４,３８３,６９２,８３２

株）から同日時点の当社が所有する自己株式数（４０５,２３７,７３２株）（役員報酬ＢＩＰ信

託口が所有する当社普通株式１,８７５ ,３９４株を含みます。）、京セラ応募意向株式   

（１０８,３６５,８００株）及びトヨタ自動車応募意向株式（４３,３４６,３００株）を控除した株式

数（３,８２６,７４３,０００株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以

下、本公開買付け後の京セラ所有割合の計算において同じとします。 

さらに、当社及びトヨタ自動車は、２０２５年５月１４日、トヨタ自動車が引き続き当社の大株主であ

ることは変わらず、今後も良好な協力関係が維持できると判断しており、当社は、トヨタ自動車より、

トヨタ自動車が所有するトヨタ自動車応募意向株式以外の当社普通株式３６３,２４２,９００株（本公開

買付け後のトヨタ自動車所有割合（注１５）：９.４９％）の所有方針について、現時点では所有を継続

する旨の回答を得ております。また、２０２０年１０月に公表した通信技術及びコネクティッドカー技術

の研究開発を推進するとともに、人々の生活を豊かにするサービスの開発や、ビッグデータの活用

などによる社会課題解決への取り組みの推進に向けたトヨタ自動車との業務資本提携の強化につ

いては、両社で着実に研究開発を進め、この成果を次世代のグローバル通信プラットフォームの構

築に織込むべく取り組んでおり、当社とトヨタ自動車は、両社の企業価値向上と更なる社会への貢献

に向けて、引き続き協力して推進する旨を確認しております。 

(注１５） 「本公開買付け後のトヨタ自動車所有割合」とは、本公開買付けにおいて応募意向株主

が応募意向株式の全部の応募を行い、かつ、応募予定株主以外の株主による応募がな

かったものと仮定して計算した本公開買付け後のトヨタ自動車による当社普通株式の所

有割合であり、当社が２０２５年５月１４日付で提出した「２０２５年３月期  決算短信    

〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載された２０２５年３月末日時点の当社の発行済株式総数          

（４,３８３,６９２,８３２株）から同日時点の当社が所有する自己株式数（４０５,２３７,７３２株）

（役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式１,８７５,３９４株を含みます。）、京セラ応

募意向株式（１０８,３６５,８００株）及びトヨタ自動車応募意向株式（４３,３４６,３００株）を控
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除した株式数（３,８２６,７４３,０００株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をい

います。以下、本公開買付け後のトヨタ自動車所有割合の計算において同じとします。 

なお、本公開買付け及び本公開買付け実施後の市場買付けにより取得した自己株式の処分等の

方針については、現時点では未定です。  
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２．自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

（１）決議内容 

株券等の種類 総数 取得価額の総額 

普通株式 １９６,０００,０００株（上限） ４００,０００,０００,０００円（上限） 

（注１） 発行済株式総数 ４,３８３,６９２,８３２株（２０２５年５月１４日現在） 

（注２） 発行済株式総数に対する割合 ４.４７％（小数点以下第三位を四捨五入） 

（注３） 取得する期間 ２０２５年５月１５日（木曜日）から２０２５年１２月２３日（火曜日）まで 

（注４） 当社は、取得価額の総額のうち、本公開買付けに基づいて取得されなかった分については、  

本公開買付けの決済の開始日の翌営業日である２０２５年７月４日（金曜日）から２０２５年１２

月２３日（火曜日）までの間、東京証券取引所プライム市場において市場買付けを実施するこ

とを決定しております。 

（注５） 市場環境等により、一部の取得が行われない可能性もあります。 

 

（２）当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

該当事項はありません。 

 

３．買付け等の概要 

（１）日程等 

① 取締役会決議日 ２０２５年５月１４日（水曜日） 

② 公開買付開始公告日 

２０２５年５月１５日（木曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/） 

③ 公開買付届出書提出日 ２０２５年５月１５日（木曜日） 

④ 買付け等の期間 
２０２５年５月１５日（木曜日）から 

２０２５年６月１１日（水曜日）まで（２０営業日） 

 

（２）買付け等の価格 

      普通株式１株につき、金２,３０７円 

 

（３）買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されて

いること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準

に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われ

ることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準となる価格の明確性及び客観性を重視し、当

社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当

社普通株式を引き続き所有する株主の皆さまの利益を尊重する観点から、資産の社外流出を

可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い
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付けることが望ましいと判断いたしました。 

当社は、ディスカウント率については、近時の一定数の類似案件におけるディスカウント率の

設定状況を把握するため、２０２１年１月１日以降に決議され、２０２５年３月末日までに公開買

付期間が終了した自己株式の公開買付けの事例９８件を確認したところ、ディスカウント率を用

いて実施された８７件において、１０％程度（９％～１０％）のディスカウント率とする事例が６６件

と最多であり、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮してもディスカウント率を１０％とする

ことが適切であると判断いたしました。また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格と

しては、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用す

る方が、一時的な株価変動の影響等特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性

をより確保することができると判断いたしました。他方、より直近の株価を用いた方が当社の直

近の業績が十分に株価に反映されていると考え、取締役会決議日の前営業日の過去３ヶ月及

び６ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値よりも

短期間である取締役会決議日の前営業日の過去１ヶ月間の東京証券取引所プライム市場にお

ける当社普通株式の終値の単純平均値を基準とすることが妥当であると２０２５年３月１４日に

判断いたしました。 

その後、当社は、２０２５年３月１７日に京セラに対し、また、２０２５年３月２６日にトヨタ自動車

に対し、当社普通株式の株価動向を踏まえて、本公開買付けの実施を決議する取締役会の開

催日である２０２５年５月１４日の前営業日である２０２５年５月１３日までの過去１ヶ月間の東京

証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して１０％のディスカ

ウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることを提案したところ、２０２５年５月

１３日に、京セラより、京セラ応募意向株式について、また、２０２５年５月１４日に、トヨタ自動車

より、トヨタ自動車応募意向株式について、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合

は応募する旨の回答を得ました。 

以上を踏まえ、当社は、２０２５年５月１４日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３

項の規定により読み替えて適用される同法第１５６条第１項及び当社定款の規定に基づき、自

己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、本公開買付価

格については本公開買付けの実施を決議した取締役会決議日の前営業日である２０２５年５月

１３日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純

平均値２,５６３円に対して１０％ディスカウントした価格である２,３０７円とすること、及び本公開買

付けにおける買付予定数については１５１,７１２,１００株（所有割合：３.８１％）を上限とすること、

並びに取得価額の総額 （４,０００億円）から、本公開買付けに基づいて取得された当社普通株

式の取得価額の総額を控除した額の取得価額の総額の範囲内で、本公開買付けの決済の開

始日の翌営業日である  ２０２５年７月４日から２０２５年１２月２３日までの間、東京証券取引

所プライム市場において市場買付けを実施することを決議いたしました。 

本公開買付価格である２,３０７円は、本公開買付けの実施を決議した取締役会の開催日の前

営業日である２０２５年５月１３日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値

２,５９１.５円から１０.９８％ディスカウントした金額、同年５月１３日までの過去１ヶ月間の同市場

における当社普通株式の終値の単純平均値２,５６３円から９.９９％ディスカウントした金額、同

年５月１３日までの過去３ヶ月間の同市場における当社普通株式の終値の単純平均値２,４６６
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円に対して６.４５％ディスカウントした金額、同年５月１３日までの同市場における過去６ヶ月間

の当社普通株式の終値の単純平均値２,４７６円に対して６.８３％ディスカウントした金額となりま

す。 

 

② 算定の経緯 

当社は、本公開買付価格の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されて

いること、上場会社の行う自己株式の取得が市場の需給関係に基づいて形成される株価水準

に即した機動的な買付けができることから金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われ

ることが多いこと等を勘案した上、買付けの基準となる価格の明確性及び客観性を重視し、当

社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考え、その上で、本公開買付けに応募せず当

社普通株式を引き続き所有する株主の皆さまの利益を尊重する観点から、資産の社外流出を

可能な限り抑えるべく、当社普通株式の市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い

付けることが望ましいと判断いたしました。 

当社は、ディスカウント率については、近時の一定数の類似案件におけるディスカウント率の

設定状況を把握するため、２０２１年１月１日以降に決議され、２０２５年３月末日までに公開買

付期間が終了した自己株式の公開買付けの事例９８件を確認したところ、ディスカウント率を用

いて実施された８７件において、１０％程度（９％～１０％）のディスカウント率とする事例が６６件

と最多であり、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮してもディスカウント率を１０％とする

ことが適切であると判断いたしました。また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格と

しては、特定の一時点を基準とするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用す

る方が、一時的な株価変動の影響等特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性及び合理性

をより確保することができると判断いたしました。他方、より直近の株価を用いた方が当社の直

近の業績が十分に株価に反映されていると考え、取締役会決議日の前営業日の過去３ヶ月及

び６ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値よりも

短期間である取締役会決議日の前営業日の過去１ヶ月間の東京証券取引所プライム市場にお

ける当社普通株式の終値の単純平均値を基準とすることが妥当であると２０２５年３月１４日に

判断いたしました。 

その後、当社は、２０２５年３月１７日に京セラに対し、また、２０２５年３月２６日にトヨタ自動車

に対し、当社普通株式の株価動向を踏まえて、本公開買付けの実施を決議する取締役会の開

催日である２０２５年５月１４日の前営業日である２０２５年５月１３日までの過去１ヶ月間の東京

証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して１０％のディスカ

ウント率を適用して算出される価格を本公開買付価格とすることを提案したところ、２０２５年５月

１３日に、京セラより、京セラ応募意向株式について、また、２０２５年５月１４日に、トヨタ自動車

より、トヨタ自動車応募意向株式について、当社が当該条件にて本公開買付けを実施する場合

は応募する旨の回答を得ました。 

以上を踏まえ、当社は、２０２５年５月１４日開催の取締役会において、会社法第１６５条第３

項の規定により読み替えて適用される同法第１５６条第１項及び当社定款の規定に基づき、自

己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、本公開買付価

格については本公開買付けの実施を決議した取締役会決議日の前営業日である２０２５年５月
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１３日までの過去１ヶ月間の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値の単純

平均値２,５６３円に対して１０％ディスカウントした価格である２,３０７円とすること、及び本公開買

付けにおける買付予定数については１５１,７１２,１００株（所有割合：３.８１％）を上限とすることを

決議いたしました。 

 

（４）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 超過予定数 計 

普通株式 １５１,７１２,１００株 ―株 １５１,７１２,１００株 

（注１） 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等（以下、「応募株券等」といいます。）の数の合計

が買付予定数（１５１,７１２,１００株）を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行い

ます。応募株券等の数の合計が買付予定数（１５１,７１２,１００株）を超えるときは、その超える

部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号。その後の改正を含みます。以下、「法」といいます。）第２７条の２２の２第２項において準

用する法第２７条の１３第５項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内

閣府令（平成６年大蔵省令第９５号。その後の改正を含みます。）第２１条に規定するあん分

比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（注２） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主に

よる単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い本公開買

付けにおける買付け等の期間（以下、「公開買付期間」といいます。）中に自己株式を買い取

ることがあります。 

 

（５）買付け等に要する資金 

金３５０,０３１,８１４,７００円 

（注） 買付予定数（１５１,７１２,１００株）を全て買付けた場合の買付代金に、買付手数料及びその他

費用（本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷

費用等の諸費用）の見積額を合計したものです。 

 

（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

      （公開買付代理人） 

大和証券株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

② 決済の開始日 

        ２０２５年７月３日（木曜日） 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け

等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方（以下、「応募株主等」といいます。）

（外国の居住者である株主等（法人株主を含みます。以下、「外国人株主等」といいます。）の

場合は常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。 
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買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額（注）を控除した金額を

決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその

常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全

国各支店にてお支払いします。 

 

（注） 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について 

税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断い

ただきますようお願い申しあげます。 

（ア）個人株主の場合 

（ⅰ）応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合 

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうち

その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過

部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額に

ついては、原則として２０.３１５％（所得税及び「東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成２３年法律第

１１７号。その後の改正を含みます。）に基づく復興特別所得税（以下、「復興特別所

得税」といいます。）１５.３１５％、住民税５％）に相当する金額が源泉徴収されます

（国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税５％は特別徴収されませ

ん。）。ただし、租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号。その後の改正を含

みます。）第４条の６の２第３８項に規定する大口株主等（以下、「大口株主等」といい

ます。）に該当する場合には、２０.４２％（所得税及び復興特別所得税のみ）に相当

する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の

額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡

収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、

原則として、申告分離課税の適用対象となります。 

なお、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。その後の改正を含みます。）  

第３７条の１４（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）に規

定する非課税口座（以下、「非課税口座」といいます。）の株式等について本公開買

付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が大

和証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則と

して、非課税とされます。なお、当該非課税口座が大和証券株式会社以外の金融商

品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があ

ります。 

（ⅱ）応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合 

配当所得とみなされる金額について、１５.３１５％（所得税及び復興特別所得税の

み）の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、２０.４２％

（所得税及び復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡によ

り生じる所得については、原則として、課税されません。 

（イ）法人株主の場合 
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みなし配当課税として、本公開買付価格が１株当たりの資本金等の額を超過する部分

について、その差額に対して原則として１５.３１５％（所得税及び復興特別所得税のみ）に

相当する金額が源泉徴収されます。 

なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の３分

の１超を直接に保有する応募株主等（国内に本店又は主たる事務所を有する法人（内国

法人）に限ります。）が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得

税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。 

また、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対

する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公

開買付代理人に対して２０２５年６月１１日までに租税条約に関する届出書等をご提出く

ださい。 

（７）その他 

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるもので

はなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、

ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を利用して行

われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方

法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはでき

ません。 

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は

米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配

布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受

けしません。 

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）は公開

買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に

所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類（その写しを含みます。）も、

直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり

送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直

接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレック

ス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国

内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持たな

い代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと（当該本人が本公開買付けに関す

る全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。 

 

② 当社は、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、京セラより京セラ応募意向株式   

１０８,３６５,８００株（所有割合：２.７２％）について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を  

２０２５年５月１３日に得ており、トヨタ自動車よりトヨタ自動車応募意向株式４３,３４６,３００株（所

有割合：１.０９％）について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を２０２５年５月１４日に得

ております。また、当社は、本公開買付けに応募した株券の数の合計が買付予定数を上回り、あ
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ん分比例の方式による買付けとなった結果、応募意向株式１５１ ,７１２ ,１００株（所有割合：     

３.８１％）の全てが買付けされない場合、当社が取得することができなかった京セラ応募意向株

式及びトヨタ自動車応募意向株式については、２０２５年５月１３日、京セラより、京セラ売却方針

に従うものの現時点では具体的な売却の時期や手法等について未定である旨の回答を得ており、

また、２０２５年５月１４日、トヨタ自動車より、現時点では所有を継続する旨の回答を得ています。 

また、当社及び京セラは、２０２５年５月１３日、京セラが引き続き当社の大株主であることは変

わらず、今後も良好な協力関係が維持できると判断しており、当社は、京セラより、京セラが所有

する京セラ応募意向株式以外の当社普通株式５６１,８２６,２００株（本公開買付け後の京セラ所

有割合：１４.６８％）の所有方針について、京セラ売却方針に従うものの現時点では具体的な売

却の時期や手法等について未定である旨の回答を得ております。 

さらに、当社及びトヨタ自動車は、２０２５年５月１４日、トヨタ自動車が引き続き当社の大株主で

あることは変わらず、今後も良好な協力関係が維持できると判断しており、当社は、トヨタ自動車

より、トヨタ自動車が所有するトヨタ自動車応募意向株式以外の当社普通株式３６３,２４２,９００株

（本公開買付け後のトヨタ自動車所有割合：９.４９％）の所有方針について、現時点では所有を継

続する旨の回答を得ております。また、２０２０年１０月に公表した通信技術及びコネクティッドカ

ー技術の研究開発を推進するとともに、人々の生活を豊かにするサービスの開発や、ビッグデー

タの活用などによる社会課題解決への取り組みの推進に向けたトヨタ自動車との業務資本提携

の強化については、両社で着実に研究開発を進め、この成果を次世代のグローバル通信プラッ

トフォームの構築に織込むべく取り組んでおり、当社とトヨタ自動車は、両社の企業価値向上と更

なる社会への貢献に向けて、引き続き協力して推進する旨を確認しております。 

 

③ 当社は、２０２５年５月１４日付で「２０２５年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」を発表しておりま

す。当該発表に基づく、当社の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該発表の内容につ

きましては、法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。詳細に

つきましては、当該発表の内容をご参照ください。 

 

(ア)  損益の状況（連結）  

会計期間 ２０２５年３月期 

（自 ２０２４年４月１日 至 ２０２５年３月３１日） 

売上高 ５,９１７,９５３百万円 

営業利益 １,１１８,６７４百万円 

税引前利益 １,１０４,６２５百万円 

当期利益 ７６６,１０７百万円 

親会社の所有者に帰属する当期利益 ６８５,６７７百万円 
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(イ)  １株当たりの状況（連結） 

会計期間 ２０２５年３月期 

（自 ２０２４年４月１日 至 ２０２５年３月３１日） 

基本的１株当たり当期利益 １６９.３３円 

 

（ご参考）２０２５年３月３１日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） ３,９７８,４５５,１００株 

自己株式数             ４０５,２３７,７３２株 

※自己株式数については、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社普通株式１,８７５,３９４株を含

めて記載しております。  

 

以 上 


